
危第 171号 

 

技術提案実施公告 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定による随意契約の方

法により契約を締結するため、次のとおり技術提案を募集する。 

  

 令和６年６月19日 

 

岡山県知事  伊原木 隆太 

 

１ 技術提案に付する事項 

（１）業務名 

 令和６年度岡山県原子力防災訓練運営支援業務 

（２）業務内容 

 別添１「令和６年度岡山県原子力防災訓練運営支援業務説明書」（以下「業

務説明書」という。）のとおり 

（３）契約期間 

 契約締結の日から令和７年３月10日まで 

（４）履行場所 

 岡山県危機管理課が指定する場所 

（５）契約限度額（見積上限額） 

 11,165,000円（消費税額及び地方消費税の額を含む。）以内 

 

２ 技術提案に参加できる者の資格 

 技術提案の公告日から委託候補者が決定される日までの間において、次に

掲げる要件の全てを満たしていること。 

（１）岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿（以下「入札参加資

格者名簿」という。）に登載されている者であること。 

（２）入札参加資格者名簿の業務種目の大分類が「９その他（情報通信サービ

スを除く。）」、小分類が「４研修業務」であり、格付区分がＡであること。 

（３）過去５年間（令和元年度から令和５年度まで）において、原子力災害を

対象とした訓練に係る運営支援・訓練評価の業務（以下「主要業務」とい

う。）、原子力防災訓練に係る資料（訓練シナリオ等を含む。）の作成業務（以

下「同種業務」という。）又は国民保護計画、地域防災計画、防災業務に係

るマニュアル等の作成業務（以下「類似業務」という。）を受託し、全て誠

実に履行した実績を有していること。 

（４）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該

当する者でないこと。 

（５）岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領（平成19年岡山県



告示第332号）に基づく入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 

（６）岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者

でないこと。 

（７）岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受

けている者でないこと。 

（８）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがな

されている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開

始の申立てがなされている者（更正手続開始の決定又は再生手続開始の決

定を受けている者を除く。）でないこと。 

 

３ 業務委託契約に関する事務を担当する課等の名称 

〒700－8570 岡山県岡山市北区内山下二丁目４番６号 

岡山県危機管理課 危機管理・国民保護班 

電話番号    ０８６－２２６－７３８５ 

ファックス番号 ０８６－２２５－４５５９ 

 

４ 契約条項を示す場所 

上記３の場所とする。 

 

５ 技術提案参加手続等 

（１）技術提案参加資格確認申請書（様式第１号）の配布の期間及び場所 

ア 配布期間 

令和６年６月19日（水）から同年７月３日（水）まで（閉庁日を除く。）

の午前９時から午後５時まで 

イ 配布場所 

 上記３の場所に同じ。 

 なお、岡山県危機管理課のホームページ（https://www.pref.okayam

a.jp/site/321/617436.html）からダウンロードすることもできる。 

（２）技術提案参加資格確認申請書の提出の期間、場所及び方法 

ア 提出期間 

 令和６年６月19日（水）から同年７月３日（水）まで（閉庁日を除く。）

の午前９時から午後５時まで 

イ 提出場所 

 上記３の場所に同じ。 

ウ 提出方法 

 持参又は郵便等（書留郵便その他これに準じる方法による提出に限る

もとし、アの提出期間までに必着のこと。） 

エ 留意事項 

（ア）技術提案参加資格確認申請書は、10.5ポイント以上の文字サイズで

作成すること。 



（イ）様式に記載している注記に留意すること。 

（３）業務説明書の閲覧及び配布 

ア 閲覧・配布期間 

令和６年６月19日（水）から同年７月３日（水）まで（閉庁日を除く。）

の午前９時から午後５時まで 

イ 閲覧・配布場所 

 上記３の場所に同じ。 

 なお、岡山県危機管理課のホームページ（https://www.pref.okayam

a.jp/site/321/617436.html）からダウンロードすることもできる。 

（４）業務説明書に対する質問の受付 

ア 受付期間 

 令和６年６月19日（水）から同年７月３日（水）まで（閉庁日を除く。）

の午前９時から午後５時まで 

イ 方法 

 業務説明書に対する質問・回答書（様式第２号）をファックスにより提

出すること。 

ウ 宛先 

岡山県危機管理課 危機管理・国民保護班 

ファックス番号 ０８６－２２５－４５５９ 

エ その他 

 技術提案後、業務内容等についての不知又は不明を理由として異議を

申し立てることはできない。 

（５）技術提案参加資格要件の審査 

ア 事前審査 

技術提案参加資格確認申請書を提出した者について、上記２の（１）か

ら（３）まで及び（５）から（７）までの事項について審査し、適合と認

められる者に対しては、技術提案書（様式第５号）の提出を書面により要

請する。 

なお、技術提案参加資格がないと認められる者に対しては、その旨を書

面により通知し、この通知を受けた者は、この技術提案に参加することが

できない。 

イ 事後審査 

アの事項を除く技術提案参加資格要件の審査は、技術提案書の審査後

に行う。 

事後審査は、技術提案参加資格要件を全て満たしている者１名を確認

するまで、技術提案者について、７（１）において評価が高い順に行い、

技術提案条件に不適合と認められる者があった場合には、当該技術提案

者にその旨を通知する。 

ウ 技術提案参加資格がないとされた理由の説明の要求 

 技術提案参加資格がない旨の通知を受け取った者は、当該通知を受け



取った日の翌日から起算して７日以内に、（４）ウの宛先にファックスに

より技術提案参加資格がないとされた理由の説明を求める書面を提出す

ることができる。 

 

６ 技術提案 

 技術提案に参加する者は、技術提案書を次のとおり提出し、説明しなけれ

ばならない。 

（１）技術提案書の提出 

ア 提出期限 

 令和６年７月19日（金） 午後５時（必着） 

イ 提出場所 

 上記３の場所に同じ。 

ウ 提出方法 

 持参又は郵便等（書留郵便その他これに準じる方法による提出に限る

もとし、アの提出期限までに必着のこと。） 

エ 留意事項 

（ア）別添２「技術提案書作成要領」により作成すること。 

（イ）様式に記載している注記に留意すること。 

（２）技術提案書の説明 

ア 日時（予定） 

 令和６年７月25日（木）午前 

なお、詳細については、上記４（５）アの技術提案参加資格要件の審査

で適合と認められた者に書面により通知する。 

イ 会場（予定） 

 岡山県防災・危機管理センター 本部会議室 

（岡山県岡山市北区内山下二丁目４番６号） 

ウ その他 

大雨が見込まれるなど書面により通知した日時等で実施できないと本

県が判断した場合には、事前に連絡するとともに、日時を変更する。 

 

７ 委託候補者の決定 

（１）委託候補者の選定 

令和６年度岡山県原子力防災訓練運営支援業務に係る公募型プロポーザ

ル選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、上記６（２）の技

術提案書の説明を実施の上、その内容、金額等について別に定める審査評

価基準に基づき技術提案書を総合的に審査し、最も評価の高い技術提案書

の提出者を委託候補者として選定する。 

（２）委託候補者の決定 

委託候補者の決定は、上記５（５）イの事後審査が完了した後に行う。 

（３）審査結果の通知 



ア 審査結果の通知 

（１）及び（２）により決定した委託候補者に対して、委託候補者に決

定した旨を書面により通知する。 

なお、委託候補者に選定されなかった者に対しては、選定されなかった

旨とその理由を書面により通知する。 

イ 委託候補者に選定されなかった理由の説明の要求 

委託候補者に選定されなかった旨の通知を受けた者は、当該通知を受

け取った日の翌日から起算して７日以内に、上記５（４）ウの宛先に

ファックスにより委託候補者に選定されなかった理由の説明を求める書

面を提出することができる。 

 

８ 不適格事項 

 次のいずれかに該当するときは、その者の参加及び技術提案は無効とする。 

（１）上記２の技術提案に参加できる者の資格のない者及び上記５（２）アの

提出期間内に技術提案参加資格確認申請書を提出しなかった者が提案した

とき。 

（２）技術提案書が上記６（１）アの提出期限を超えて提出されたとき。 

（３）技術提案書における見積書の見積金額（消費税額及び地方消費税の額を

含む。）が上記１（５）に示す契約限度額（見積上限額）を超えるとき。 

（４）提出書類に不足又は虚偽の内容があったとき。 

（５）その他技術提案書の提出者に求められる義務を履行しなかったとき。 

 

９ 契約の締結 

（１）委託候補者の決定後に、提案内容を適切に反映した仕様書の作成のため

に、業務の具体的な実施方法について提案を求めることがある。 

（２）契約の締結に当たり作成する仕様書は、委託候補者が提出した技術提案

書を尊重することを原則とするが、その内容に限定されないものとする。 

（３）委託候補者の決定後、委託候補者と随意契約による業務委託に係る契約

締結の手続を行うため、改めて仕様書を作成し、見積書の提出を求めるこ

ととなる。 

（４）委託候補者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓

約書を提出しなければならない。なお、この誓約書の提出しないときは、

契約締結を拒んだものとみなすので留意すること。 

（５）契約の締結に当たっては、契約書を作成する。 

（６）契約保証金は、岡山県財務規則（昭和61年岡山県規則第８号）第153条及

び第155条の規定による。 

 

10 その他 

（１）本件に関する事項について、電話又は口頭による問合せには応じない。 

（２）技術提案に要する全ての費用は、技術提案参加資格確認申請者の負担と



する。 

（３）提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は認めない。ただ

し、技術提案書の説明時における補足説明資料の配付については、この限

りでない。 

（４）提出書類は返却しない。 

（５）提出書類は、情報公開の請求により開示することがある。 

（６）提出された技術提案書に係る権利は、岡山県に帰属することとする。 

（７）提出書類に記載された個人情報は、技術提案参加資格の審査、委託候補

者の選定その他の手続を実施する目的以外に、提出者に無断で使用するこ

とはない。 

（８）審査経過については公表しない。 

（９）委託候補者の決定については、岡山県ホームページ等によって公表する

場合がある。 

（10）技術提案書に記載した予定技術者は、病休、死亡、退職等の極めて特別

な場合を除き、変更できないものとする。また、変更に当たっては、予め

変更しようとする者が、前任者と同等以上の技術者であることを証明する

書面を提出し、知事の承認を得なければならない。 

（11）本件手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限

る。 

 


